
令和2（2020）年5月

イヌマキ



ただし、施工費が1m当り6,000円未満の場合は実費（支出した
金額）とします。
いずれも、助成額は70,000円を限度とします。

なお、助成を受ける方は、当協会と生垣の保全に関して「緑の
街づくり協定（5年間）」を締結していただきます。

限度額上限


